
茨木音楽祭実行委員会

８．注意事項
①出店キャンセルなどで空きブースがあっても、他の出店者様とのトラブルの原因となりますので
　ブースの移動および隣接ブースからのはみ出し陳列等はご遠慮ください。
②出品物品や私物の盗難等の事故について、実行委員会では責任を負いかねます。
③各ブースで残った物品、備品、ゴミ（梱包資材や包材を含む）は必ず各自でお持ち帰りください。
④車両での搬入出、その他による事故・トラブルについては、当事者間で解決するものとします。

第11回（2019年）茨木音楽祭
クラフトマーケットに出店される方へ（出店要領書）

１．開催日時
2019年5月4日（火）・5日（水）　
（両日とも）　受付開始9：00　搬入9：00～10：00　販売開始11：00　販売終了（搬出時間）17：00

茨木市中央公園北グラウンドおよび森の公園　（ブースサイズは2.5ｍ×2.5m）
・別紙配置図（ブース見取図）をご参照ください。 お申込者様お一人１ブースに限らせていただきます。
※出店場所は、実行委員会で割り振りさせていただきます。予めご了解ください。

２．場所

３．当日の受付・出店料
受付は北グラウンドおよび森の公園本部テントで行います。（受付開始9：30）※両日とも受付が必要です。
出店料は1日２０００円。2日間通し３０００円（茨木音楽祭の開催費に充当します）
・搬入前に受付を済ませてください。　・受付時に  ①出店料 ②同意書 をお渡しください。

４．同意書のご提出
この要領書に記載している事項を理解し遵守すること、万一守らない場合、実行委員会より出店の中止を
指示されても異議はない旨の同意書をご提出いただきます。
・ご署名のうえ、受付時に提出してください。

７．雨天中止
雨天の場合は、原則中止となります。 茨木音楽祭ホームページおよびフェイスブックにてお知らせします。
・または、会場内本部または下記担当者までお問い合わせください。
※フリーマーケット担当者（藤岡）　090-3924-2205　sujie0705@i.softbank.jp

６．販売禁止品
法令に抵触する物品および茨木音楽祭実行委員会が禁止する物品の出品はできません。
●公序良俗に反する品など

クラフトマーケットは手作り作家さんの販売ブースです。

５．搬入・搬出について
搬入時間（9：00～10：00）を必ずお守りください。　
・お車での搬入出は可能ですが、併設するフリーマーケット出店者様は車両乗り入れを「禁止」としてい
  ます。トラブルを避けるため、お荷物の搬入出は速やかにお願いします。（目安は10分以内で）
・安全上、公道での駐停車による搬入搬出は禁止とさせていただきます。
・販売時間は17：00までです。 終了後すみやかに搬出をしてください。
・お車による搬出は、完売した場合でも、17:00以降に搬出してください。（手運びはその限りではありません）
・2日間連続して出店する場合、初日終了時は販売物品および資材等を完全に撤収してください。
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